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事業概略書 

 

事 業 名 

 

難病・発達障害・高次脳機能障害の「その他の三障害」者の効果的な就労

に向けた調査研究事業 

 

事 業 目 的 

 

障害者雇用促進法では、難病・発達障害・高次脳機能障害を「その他障

害」と規定し、職業リハビリテーションの支援の対象としている。21年

度から「発達障害者雇用開発助成金」「難治性疾患患者雇用開発助成金」

のモデル事業が新たに創設され、雇用の促進が図られるようなったが、企

業側にどの程度の理解が広がっているのか、三障害と比較して何が違うの

か、今後「その他障害者」の雇用拡大に何が必要なのか等の情報を得て、

今後の当事者・家族の支援のあり方を探るものである。 

事 業 概 要 

①アンケート調査 1000社／企業側の「その他障害者」に対する認識とイメー

ジ、採用の可能性、事実を知らずに採用した場合又は採用後に発症した場

合の対応法、障害者の雇用拡大に向けた国への期待等の調査を行った。 

②訪問面接調査 14社／アンケート回答企業の中から、障害者雇用率の高い企

業やその他障害者を実際に雇用している企業をピックアップし、具体事例

の聞き取り調査を行った。 

③意見交換会／①②を踏まえ、企業、当事者、研究者を交えての意見交換会

（公開セミナー）を開催した。 

事業実施結果 

及び効果 

アンケートの回収率は24.4％であったが、「その他障害者」の雇用に対

する事業者側の意識調査は他に例がなく、障害者雇用の分野だけでは気づ

かなかった視点や実態が明らかになった。また、全国的な当事者団体等か

らも問い合わせがあるなど反響を得ることができた。 

事業報告書の配付や研究情報の一般公開により、支援機関や当事者団体

等が、どのような環境が整えば「その他障害者」の就労の可能性が広がる

ことになるのかを、企業側の認識と障害者雇用の現状を知り、当事者意識

とのズレを見出すことで、障害者全体の就労支援及び地域支援の在り方の

検討材料となるのではないかと考えている。 

更には、このデータが「その他障害者」に関する就労問題の研究大会等

において活用されるようことを期待しているところである。 

事 業 主 体 

〒８６２－０９０４ 

熊本県熊本市栄町２－１５ 県営健軍団地１階 健軍くらしささえ愛工房 

特定非営利活動法人 おーさぁ 

TEL：０９６－２１４－０００３ E-MAIL：ogsaa-engawa@tenor.ocn.ne.jp 

（注）１．本様式の作成にあたっては、厚生労働省ホームページに掲載するので、一般に公開することを想定し、

分かりやすい表現に努めること。 

   ２．本様式は、事業の概略をまとめるために作成するものであり、別途、実施した事業についての報告書冊

子を必ず提出すること。 


